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答

弁

第

二

四

号 

    

衆
議
院
議
員
瀨
長
亀
次
郎
君
提
出
沖
縄
県
に
お
け
る
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
に
基
づ
く
強
制
使
用
の
二
十
年

間
の
延
長
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
三
第
二
四
号 

昭
和
六
十
一
年
一
月
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
坂 

田 

道 

太 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
瀨
長
亀
次
郎
君
提
出
沖
縄
県
に
お
け
る
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
に
基
づ
く
強
制
使 

用
の
二
十
年
間
の
延
長
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
及
び
四
の
１
に
つ
い
て 

米
軍
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
、
我
が
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平

和
及
び
安
全
の
維
持
に
寄
与
す
る
た
め
、
我
が
国
に
駐
留
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
目
的
を
有
す
る
米

軍
の
駐
留
は
、
我
が
国
の
生
存
と
安
全
の
維
持
と
い
う
国
益
を
確
保
す
る
上
で
重
要
で
あ
り
高
度
の
公
共
性
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
米
軍
の
駐
留
の
用
に
供
す
る
た
め
土
地
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第

二
十
九
条
第
三
項
の
「
公
共
の
た
め
に
用
ひ
る
」
こ
と
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

米
軍
の
占
領
下
の
沖
縄
に
お
け
る
行
動
に
つ
い
て
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
と
の
関
連
で
の
問
題
の 



一
の
３
及
び
四
の
３
に
つ
い
て 

二
の
１
に
つ
い
て 

裁
決
の
申
請
は
、
憲
法
に
基
づ
き
財
産
を
公
共
の
た
め
に
用
い
る
手
続
等
を
定
め
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合

衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
四
十
号
。
以
下
「
駐
留
軍
用
地
特
措
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
適
法
に
行
つ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を

撤
回
す
る
考
え
は
な
い
。 

本
件
裁
決
の
申
請
に
係
る
土
地
は
、
施
設
及
び
区
域
の
運
用
上
、
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
て
い
る
他
の
土
地

と
有
機
的
に
一
体
と
し
て
使
用
し
て
お
り
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
相
当
長
期
間
使
用
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
四
条
が
貸
主
保
護
の
観
点
か
ら
賃
借

指
摘
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。 

四 

 



二
の
２
及
び
３
に
つ
い
て 

権
の
存
続
期
間
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
こ
れ
を
参
考
の
一
つ
と
し
て
当
該
土
地
の
使
用
期
間
を
設

定
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
が
公
用
使
用
で
あ
る
こ
と
を
も
つ
て
、
こ
れ
が
不
当
で
あ
る
と
の
御
指
摘
は
当
た

ら
な
い
。 

な
お
、
御
指
摘
の
当
時
の
建
設
大
臣
の
答
弁
は
、
特
定
公
共
事
業
の
政
令
委
任
に
つ
い
て
定
め
る
公
共
用
地

の
取
得
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二
条
第
八
号
に
つ
い
て
の
発
言
で
あ 

御
指
摘
の
防
衛
施
設
庁
長
官
の
答
弁
は
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
に
よ
り
「
使

用
」
し
た
事
例
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
使
用
期
間
を
例
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
自
衛
隊
用
地
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
防
衛
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
つ
て
防
衛
庁
が
所
掌
事
務
の
遂

行
に
直
接
必
要
な
施
設
と
し
て
設
置
す
る
自
衛
隊
の
施
設
が
、
土
地
収
用
法
第
三
条
第
三
十
一
号
の
施
設
に
含

ま
れ
る
こ
と
は
、
同
号
の
解
釈
上
明
ら
か
で
あ
る
。 

五 

 



三
に
つ
い
て 

二
の
４
に
つ
い
て 

過
去
に
お
い
て
、
沖
縄
県
以
外
の
都
道
府
県
に
所
在
し
た
施
設
及
び
区
域
の
中
に
は
、
米
軍
が
土
地
や
個
人

の
住
宅
を
一
時
的
に
施
設
及
び
区
域
と
し
て
使
用
し
た
も
の
も
多
く
、
ま
た
継
続
的
に
使
用
す
る
施
設
及
び
区

域
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
も
駐
留
軍
用
地
特
措
法
に
よ
る
使
用
期
間
満
了
時
ま
で
に
賃
貸
借
契
約
の
締
結
又
は

買
入
れ
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。 

ま
た
、
裁
決
の
申
請
に
お
い
て
使
用
期
間
を
二
十
年
と
し
た
の
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
地
位
及
び
こ
れ

に
伴
う
米
軍
の
駐
留
、
施
設
及
び
区
域
の
今
後
の
長
期
間
の
安
定
的
使
用
の
必
要
性
、
沖
縄
県
に
所
在
す
る
施

設
及
び
区
域
の
見
通
し
得
る
将
来
の
返
還
の
見
込
み
並
び
に
土
地
所
有
者
と
の
合
意
に
よ
る
使
用
の
著
し
い
困

難
性
等
の
事
情
・
経
緯
を
総
合
的
に
判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

り
、
自
衛
隊
の
施
設
に
関
す
る
土
地
収
用
法
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
は
な
い
。 

六 

 



四
の
２
に
つ
い
て 

今
回
裁
決
の
申
請
を
し
た
土
地
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
規
定
す
る
目
的
達
成
の
た
め
駐
留
す
る

米
軍
が
施
設
及
び
区
域
と
し
て
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
性
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
の

で
、
駐
留
軍
用
地
特
措
法
第
三
条
に
い
う
「
適
正
且
つ
合
理
的
で
あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
と
考
え
る
。 

昭
和
六
十
年
八
月
五
日
裁
決
の
申
請
を
行
つ
た
土
地
の
う
ち
、
そ
の
大
部
分
は
沖
縄
県
の
区
域
内
に
お
け
る

位
置
境
界
不
明
地
域
内
の
各
筆
の
土
地
の
位
置
境
界
の
明
確
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法

律
第
四
十
号
）
に
よ
る
手
続
を
完
了
し
て
お
り
、
同
手
続
を
完
了
し
て
い
な
い
一
部
の
土
地
に
つ
い
て
も
位
置

境
界
明
確
化
作
業
を
通
じ
、
現
地
に
即
し
て
特
定
で
き
る
状
態
と
な
り
、
駐
留
軍
用
地
特
措
法
の
適
用
が
可
能

と
な
つ
て
い
る
の
で
、
駐
留
軍
用
地
特
措
法
に
基
づ
き
適
法
に
手
続
を
執
り
、
裁
決
の
申
請
を
し
た
も
の
で
あ

り
、
御
批
判
は
当
た
ら
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

七 

 




